
福 祉 タ ク シ ー 料 金 助 成 利 用 券                   
使 用 上 の 注 意 事 項             

１． 利用券は、初乗運賃を助成します。 

２． 対象者以外の方は使用できません。(他人への譲渡はしないでください。) 

３． 乗務員に利用券を渡すときに、必ず証明書または障害者手帳（身体・療育・ 

精神）を提示してください。 

４． １回の利用で使用できる枚数は、１枚のみです。 

５． 有効期間を過ぎた券は使用できません。必ず有効期間をご確認ください。 

６． 利用券の再発行はいたしません。紛失等に注意してください。 

７． 市外へ転出または死亡した場合、手帳や要介護認定の有効期限切れ、または非

該当になった場合は使用できません。すみやかに返還してください。 

８． リフト付タクシー料金助成利用券へ変更される場合は、未使用の福祉タクシー

料金利用助成券を返還していただき、その枚数に応じて交付します。（年度途

中の変更は１回のみ可能です。） 

★ 利用できるタクシー会社 ★ 

 

 

☆名鉄知多タクシー    代 表  ０５６９－３７－１５００  

 

☆知多つばめタクシー  知  多  ０５６２－３４－８１２１  

東  海  ０５２－６０４－３３２２  

 

☆安全タクシー   知多・東海  ０５６２－３２－６００５  

半  田  ０５６９－２１－０６８５  

 

☆鯱第一交通      東  海  ０５２－６０４－２３２３  

 

☆大興タクシー     代  表  ０５６６－２１－３４１８  

 

☆サンレータクシー   常  滑  ０５６９－３７－１１２２  

 

  ☆うるとら介護福祉Ｗサポート 常 滑  ０７０―５３３８－２５５５  

 

☆介護タクシーちたらいふ  常  滑  ０８０－７８４８－４１８５  
 

 

（裏面に続きます）   

 



 

 

☆介護タクシー元気   東  海  ０５６２－３４－５５５７  

 

☆介護、福祉タクシー春風  代  表  ０９０－５８５７－４２７８  

 

 ☆ふくろう福祉タクシー    代  表  ０５６２－５１－１１４９  

 

  ☆福祉タクシーメロディ    知  多  ０８０－３７２７－３４４１  
 

※令和５年１２月現在 

 


